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保護者の皆様
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校則（頭髪・服装）の見直しについて

盛夏の候、保護者の皆様におかれましては、ますますご清祥のこととお喜び申し上げま

す。平素より、本校教育活動にご理解とご協力をいただき、厚くお礼申し上げます。

さて、本校ではこの度、頭髪・服装に関する校則の見直しを行い、令和６年８月１日よ

り改則することといたしました。見直しの内容を別紙のとおりお伝えいたします。

なお、全校生徒を対象に７月１６日（火）に説明いたしました。本校ホームページでも

公開しています。

また、今年度（令和６年４月）より制服の名称についてもタイプＡ制服（旧 男子制服）、

タイプＢ制服（旧 女子制服）に変更し、タイプＢ制服のスカートについては６枚ヒダ４

本ボックスから２４枚ヒダに変更となっております。今年度、本校に入学された生徒につ

きましては、本校を卒業された方から譲り受けた旧スカートを着用することを認めており

ますが、令和７年度（令和７年４月）以降に譲り受け着用することは認めておりませんの

でご理解いただきますようお願いいたします。


